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各   位
株式会社 りそなホールディングス

（コード番号 ８３０８）

子会社の解散ならびに債権放棄の実施について

今般、当社の子会社であるあさひ銀リテールファイナンス株式会社及び共同抵当証券株式会社

について、下記のとおり解散することを決定いたしました。

また、当社の子会社である株式会社りそな銀行（社長 野村 正朗）は子会社解散にあたり発生

する損失につき債権放棄を実施いたします。

記

1. 解散の理由

当該子会社 2 社については、平成 15 年 7 月、事業環境の厳しさからノンバンク業務撤退

方針とし、以降資産整理に取組んでまいりましたが、資産整理も 3 月末で略目処が立ったた

め、会社解散を決定し早期の清算を目指すことといたしました。

2. 当該子会社の概要

(１)名称 ① あさひ銀ﾘﾃｰﾙﾌｧｲﾅﾝｽ株式会社 ② 共同抵当証券株式会社

(２)所在地 東京都豊島区南池袋 1 丁目 21 番 5 号 東京都中央区日本橋本町 2丁目 1 番 7号

(３)代表者の氏名 川鍋  隆 佐野  友昭

(４)資本金の額 １０２億円 ９９億円

(５)事業の内容 貸金業 貸金業

3. 解散の日程

平成 16 年 9 月を目処に株主総会による解散決議を実施する予定です。

4. 株式会社りそな銀行の債権放棄の内容

① あさひ銀ﾘﾃｰﾙﾌｧｲﾅﾝｽ株式会社 ② 共同抵当証券株式会社

債権放棄額 ５００億円程度

（平成 16 年 3 月期債務超過相当額）

５２５億円程度

（平成 16 年 3 月期債務超過相当額）

実施時期 平成１６年３月 平成１６年３月

※当局の承認を前提としています。

5. 当該事実が当社の業績に及ぼす影響

本件に伴う損失額につきましては既に引当済みであり、当社が平成 15 年 11 月 25 日に発

表いたしました平成 16 年 3 月期業績予想に変更はございません。

以 上


